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つなぐえひめ国体伊予市競技会運営基本計画

（平成２７年１月１４日 第１回常任委員会決定） 

１ 目的

 第７２回国民体育大会「愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体」（以下「えひめ国体」という。）にお

いて伊予市で開催される競技会については、質の高い競技会を円滑に運営するために、

「伊予市開催推進総合計画」に基づき、県、競技団体、関係機関及び関係団体との緊密

な連携により、全国から参加する選手がその能力を十分発揮できるよう準備・運営に万

全を期する。 

２ 内容

（１）競技会の運営 

   競技会の運営については、広範多岐にわたる業務を円滑に運営できるよう、幅広

い市民参加を含む体制作りを行う。 

（２）競技役員等の養成及び編成 

  ア 競技役員等の養成については、県の「競技役員等養成基本方針」に基づき、県、

競技団体、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図りながら、必要な人員の確保

に努める。 

イ 競技役員等の編成については、県の「競技役員等編成基本方針」に基づき、県、

競技団体、関係機関及び関係団体と十分協議の上、適正な配置を行う。 

（３）競技会場、練習会場の確保・整備 

   競技会場、練習会場の確保・整備については、県、競技団体及び施設管理者と十

分協議の上、計画的かつ効率的に行う。 

（４）競技用具の整備 

   競技用具の整備については、県の「競技用具整備基本方針」に基づき、現有する

ものをできる限り活用し、競技運営に支障のないよう、県、競技団体及び施設管理

者と十分協議の上、計画的かつ効率的に行う。 

（５）競技記録 

   競技記録の収集及び速報については、県及び競技団体と十分協議の上、迅速かつ

正確に処理できる体制作りを行う。 

（６）リハーサル大会 

   リハーサル大会については、競技会運営能力の向上を図るとともに、えひめ国体

に対する市民の機運醸成を図るため、県及び競技団体と協力して開催する。 


